
 

○ 派遣元団体の職員が受講する研修（JAMP、 

JIAM）の経費をＪＦＭが支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 派遣に係る費用（給与、長期・短期給付及

び介護保険に係る事業主負担分）はＪＦＭ

が負担します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

○ 派遣職員が従事する主な業務は、貸付業務、資金調達業務、地方支援業務です。 

地方公共団体が資本市場からの資金調達を行っていくため必要な支援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

○ 東急田園都市線二子玉川駅、たまプラー

ザ駅付近に住宅（単身用・世帯用）を完備 

  

○ プロパー職員のほか、全国の地方公共団

体からの派遣職員、金融機関や総務省出身

職員がいるため、多くの人脈を築くことが

できます！ 

○ 派遣職員向けに地方財政と金融に関する充実した研修制度があります。 

○ 資格取得やスキルアップのため、助成制度や奨励金制度で支援しています！ 

 （簿記２級以上、英検２級以上、TOEIC対策講座、銀行業務、証券アナリスト、ITパスポート等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

【参考】地方公共団体金融機構ホームページ 「職員派遣のご案内」 
https://www.jfm.go.jp/about/haken_JFM.html 

【問合せ先】経営企画部秘書役室 03-3539-2629 

地方公共団体金融機構（ＪＦＭ）では、派遣された職員が、地方財政や 

金融に関する業務を通じて、有益な人材となるよう充実した研修制度と働き

やすい環境を用意しています。派遣に係る費用はＪＦＭが負担します。 

上記パンフレットは各団体の人事担当課あて 

送付しておりますので、本チラシとあわせて 

ご高覧いただけましたら幸いです。 

 

https://www.jfm.go.jp/book/ln0iok00000003p4-att/jfm2023_haken_web.pdf

